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背景及び趣旨 

 

 わが国は、高齢化の急速な進展と生活習慣病が増加し、死亡原因でも生活習慣病が約 6 割

を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民医療費の約３分の１であること等から、生

活習慣病対策が急務となっている。 

 不健康な生活習慣による生活習慣病の発症、重症化の過程で、メタボリックシンドローム

（内臓脂肪症候群）が大きく影響していることから、メタボリックシンドローム該当者およ

び予備群の減少を目指すことを目的として医療保険者は、2008 年（平成 20 年度）より「高

齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40 歳以上の加入者に対し、糖尿病等の生活習

慣病の発症や重症化を予防することを目的とする健康診査（特定健康診査）及びその結果に

より生活習慣の改善に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）を実施するこ

とが義務付けられた。 

 本計画は、出版健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本

的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本

的事項について定めるものである。 

 なお、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 19 条により、2024 年度（令和 6 年度）よ

り 6 年度 1 期として「第 4 期特定健康診査等実施計画」を定めることとし、2024 年 4 月か

ら本計画に基づき実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出版健康保険組合の現状 

 

項   目 内   容 

形   態 

出版または出版物の卸販売を主たる業とする事業所並びにこれに

附帯する業務を遂行するために併設された用紙、印刷、製本、広

告、運輸等に関する事業所が加入している総合健康保険組合 

加入事業所 
1,282 社（本部 1,194 社 支部 88 社） 

※2022 年度末（令和４年度末） 

加 入 者 数 
被保険者 80,400 名 被扶養者 40,860 名 計 121,260 名 

※2022 年度（令和 4 年度）平均人数 

40 歳以上加入者数

（ 再 掲 ） 

被保険者 53,140 名 被扶養者 14,169 名 計 67,309 名 

※2022 年度（令和 4 年度）平均人数 

平 均 年 齢 
46.1 歳（男 49.0 歳 女 43.1 歳） 

※2022 年度末（令和４年度末） 

加入者居住区域 

事業所は全国都道府県に所在するが約 9 割が東京に所在。東京近

郊に在勤・在住している被保険者及び被扶養者は約 8 割、それ以

外が 2 割程度。 

健診実施機関 

出版健保健康管理センター 

出版健保契約及び東振協契約機関 871 機関  

※2023 年度（令和 5 年度） 

その他委託機関以外で実施した場合、費用補助制度あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 期計画期間における実施状況や評価を踏まえた第 4 期計画策定 

 

特定健康診査受診者数は、2018 年度（平成 30 年度）50,896 名から 2022 年度（令和 4 年

度）50,426 名となった。実施率では、2020 年度（令和 2 年度）に新型コロナウイルス感染

症による受診控えのため減少したものの、2018 年度 76.0％から 2022 年度 79.3％と推移し

確実に増加している。 

特定保健指導実施件数は、1,752 件から 1,642 件となった。実施率では 22.3％から 21.5％

と伸び悩んでいる。 

また、メタボリックシンドローム及びその予備群該当者数は 12,238 名から 12,569 名と

なった。評価対象者に占める割合は 24.0％から 24.9％となり、増加している。 

上記の状況を踏まえ、健診受診率向上対策はコラボヘルスによる事業所訪問等を行い特

定健康診査制度の説明を行う。また、被扶養者に対し未受診者対策はダイレクトメール等に

よる通知を引き続き行っていく。特定保健指導実施率向上対策としては、特定健診の対象と

なる 40 歳以前の若年層への生活習慣病予防対策を強化し、40 歳時点での特定保健指導対

象人数を減少させる取り組みや健診同様実施率の低い事業所へ訪問等を行い、事業主及び

健康管理責任者へ実施に向けた協力を依頼する。 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群を減少させるため、機関誌「すこやか」（以

下、機関誌）を通じ情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 

 

1 特定健康診査等の基本的な考え方 

日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断

基準を示しており、内蔵脂肪の蓄積に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧症等は生活

習慣の改善により予防可能であるとの考え方を基本としている。 

 

2 特定健康診査の実施に係る留意事項 

被保険者の健診受診率は 85.0％を超えており、この受診率の維持、向上に努めるが、

特定健診の受診率向上のためには、被扶養者の受診率向上が必至である。被扶養者への

案内は従来通りダイレクトメールにより行い、機関誌や通知で未受診者への受診勧奨を

行っていく。 

 

3 事業所が行う健康診断との関係 

当健保組合が「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて実施する特定健康診査

及び保健事業で実施する健診と事業所が実施する労働安全衛生法に基づく定期健診を

共同事業として実施する。 

また、事業主が健診を実施した場合は、当健保組合はそのデータを事業主から受領す

る。健診費用は事業主が負担する。 

 

4 特定保健指導の基本的な考え方 

特定保健指導は、特定健康診査の結果から生活習慣病の発症リスクが高いと判断され

た方に対して行う支援プログラムで、対象者が自らの生活習慣を自覚し、生活習慣の改

善に取り組むことで、健康的な生活を維持できるよう支援することにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

達成しようとする目標 

1.特定健康診査の実施率及び特定保健指導の実施率に係る目標 

2029 年度（令和 11 年度）における特定健康診査の実施率を 85.0％以上とする（国の基

本指針が示す保険者種別目標に即して設定）。 

この目標を達成するために、2024 年度（令和 6 年度）以降の実施率（目標）を以下のよう

に定める。 

 

2.特定保健指導の実施に係る目標 

2029 年度における特定保健指導の実施率を 30.0％以上とする（国の基本指針が示す保険

者種別目標に即して設定）。 

この目標を達成するために、2024 年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

計  画  値  2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

2029 
年度 

特 定 健 康 診 査 実 施 率 

全 体 82.5％ 83.0％ 83.4％ 84.6％ 85.0％ 85.4％ 

被保険者 90.0％ 90.0％ 90.0％ 91.0％ 91.0％ 91.0％ 

被扶養者 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 

特 定 保 健 指 導 実 施 率 

全 体 26.0％ 26.5％ 27.1％ 27.6％ 28.6％ 30.1％ 

被保険者 26.0％ 26.5％ 27.1％ 27.6％ 28.6％ 30.1％ 

被扶養者 26.0％ 26.5％ 27.1％ 27.6％ 28.6％ 30.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定健康診査等の対象者数 
① 特定健康診査 
被保険者 

 2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

2029 
年度 

対 象 者 数 （ 推 計 値 ） ※ 5,300 名 4,789 名 4,327 名 3,910 名 3,533 名 3,192 名 

4 0 ～ 7 4 歳 対 象 者 47,500 名 47,500 名 47,500 名 47,500 名 47,500 名 47,500 名 

合 計 52,800 名 52,289 名 51,827 名 51,410 名 51,033 名 50,692 名 

目 標 実 施 率 90.0％ 90.0％ 90.0％ 91.0％ 91.0％ 91.0％ 

目 標 実 施 者 数 47,520 名 47,060 名 46,644 名 46,783 名 46,440 名 46,130 名 

 
被扶養者 

 2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

2029 
年度 

対 象 者 数 （ 推 計 値 ） 12,100 名 11,159 名 10,292 名 9,492 名 8,754 名 8,073 名 

目 標 実 施 率 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 

目 標 実 施 者 数 6,050 名 5,580 名 5,146 名 4,746 名 4,377 名 4,037 名 

 
被保険者＋被扶養者 

 2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

2029 
年度 

対 象 者 数 （ 推 計 値 ） ※ 17,400 名 15,948 名 14,619 名 13,402 名 12,287 名 11,265 名 

4 0 ～ 7 4 歳 対 象 者 47,500 名 47,500 名 47,500 名 47,500 名 47,500 名 47,500 名 

合 計 64,900 名 63,448 名 62,119 名 60,902 名 59,787 名 58,765 名 

目 標 実 施 率 82.5％ 83.0％ 83.4％ 84.6％ 85.0％ 85.4％ 

目 標 実 施 者 数 53,570 名 52,640 名 51,790 名 51,529 名 50,817 名 50,166 名 

※被保険者の対象者数は事業主健診の受診者数を除外した保険者として実施すべき数（特
退・任継・被扶養者） 
※40～74 歳対象者は事業主健診と当健保組合が共同事業として実施する人数 
 
② 特定保健指導 
被保険者＋被扶養者 

 2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

2029 
年度 

動 機 付 け 支 援 対 象 者 4,166 名 4,093 名 4,027 名 4,007 名 3,952 名 3,901 名 

目 標 実 施 率 28.0％ 29.0％ 30.0％ 31.0％ 32.0％ 34.0％ 

目 標 実 施 者 数 1,166 名 1,187 名 1,208 名 1,242 名 1,264 名 1,326 名 

積 極 的 支 援 対 象 者 4,028 名 3,958 名 3,894 名 3,874 名 3,821 名 3,772 名 

目 標 実 施 率 24.0％ 24.0％ 24.0％ 24.0％ 25.0％ 26.0％ 

目 標 実 施 者 数 967 名 950 名 935 名 930 名 955 名 981 名 

特 定 保 健 指 導 対 象 者 計 8,193 名 8,051 名 7,921 名 7,881 名 7,772 名 7,673 名 

目 標 実 施 率 26.0％ 26.5％ 27.1％ 27.6％ 28.6％ 30.1％ 

目 標 実 施 者 数 2,133 名 2,137 名 2,143 名 2,172 名 2,220 名 2,307 名 

 



特定健康診査等の実施方法 

（1） 実施場所 

特定健康診査は、健康管理センターと健診委託機関に委託して行う。 

特定保健指導は、健康管理センター及び大阪支部で行うほか、保健指導委託機関

に委託して行う。 

 

（2） 実施項目 

40 歳以上の被保険者を対象とした成人病健診及び人間ドックと 40 歳以上の被扶

養者を対象とした家族健診の検査項目に特定健康診査の法定項目を網羅した内容で

継続して実施する。 

 

（3） 実施時期 

実施時期は、通年とする。 

 

（4） 委託の有無 

ア 特定健康診査 

      被保険者は健康管理センター及び健診委託機関で実施し、被扶養者について

は健診委託機関において実施する。また、被保険者及び被扶養者ともに費用補助

制度による受診も奨励する。 

イ 特定保健指導 

      健康管理センターで健診を実施した者は当健保組合保健師・管理栄養士が特

定保健指導を実施する。それ以外の場合は、健診委託機関または東振協保健支援

センター等に委託して実施する。 

 

（5） 受診方法 

被保険者は、事業所健康管理責任者を通じて、健康管理センターまたは委託機関

において受診を希望する日時を登録したうえで、特定健康診査または特定保健指導

を受ける。 

 被扶養者は、健診委託機関で家族健診（特定健診を含む）を受診し、健康管理セ

ンター及び保健指導委託機関で特定保健指導を受ける。 

 受診の窓口負担は無料とする。ただし、既定の実施項目以外を受診した場合はそ

の費用は個人負担とする。 

 

（6） 周知・案内方法 

周知は、当健保組合機関誌等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。 

 



（7） 健診データの受領方法 

 健診データは、健診委託機関から電子データまたは紙ベースによる結果を随時ま

たは月単位で受領し、また、費用補助制度利用者の健診データ及びパート先等の健

診データは紙ベースによる結果を随時受領して、当健保組合で保管する。 

特定保健指導データは、外部委託先機関実施分についても同様に電子データによ

る結果表で受領するものとする。 

なお、保管年数は当健保組合が実施した分も含め、5 年とする。 

 

（8） 特定保健指導対象者の選出の方法 

 特定保健指導の対象者となった被保険者及び被扶養者に行う。 

 

個人情報の保護 

 当健保組合は、出版健康保険組合「個人情報保護管理規程」を遵守する。 

 当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏

らしてはならない。 

 当健保組合のデータ管理者は、事務⾧とする。また、データの利用者は当健保組合健康管

理センター及び事業管理部職員に限る。 

 外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。 

 

特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 本計画は、機関誌やホームページに掲載し、公表・周知する。 

 

特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 当計画については、毎年「健康管理事業運営委員会」等において実施状況を報告し、必要

に応じて問題点・対策等を検討し見直しを行う。 

 

その他 

 当健保組合の職員で特定健康診査・特定保健指導に係る業務に従事する者については、特

定健康診査・特定保健指導に関する研修に随時参加させる。 


